
 

 

【最低賃金について】 

 最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低

賃金」と、特定の産業に定められた「特定最低賃金」の 2

種類があります。 

「地域別最低賃金」とは、産業や職種による制限はなく、

正社員・契約社員・派遣社員・臨時・嘱託・パート・アル

バイトなど、雇用形態や呼称に関係なく、働く全ての労働

者に適用されます。愛知県における「地域別最低賃金」は

令和 4 年 10 月１日から 986 円に改定されました。 

一方、「特定最低賃金」は特定の産業について設定されて

いる最低賃金です。基幹的労働者を対象として、「地域別最

低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必

要と認められた産業について設定されます。 

 愛知県で定められている特定最低賃金の一部が令和 4 年

12 月 16 日に改定されました。改定された特定最低賃金の

業種、時間額は以下のとおりとなります。 

 
※今回改正されなかった以下の特定最低賃金の取扱いにつ

いて 

①「染色整理業」、②「はん用機械器具、生産用機械器具、

業務用機械器具製造業」、③「計量器・測定器・分析機器・

試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業」、

④「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報

通信機械器具製造業」、⑤「各種商品小売業」、⑥「自動車

（新車）、自動車部分品・附属品小売業」は、令和 4 年 10

月 1 日から愛知県最低賃金（986 円）が適用されます。 

【最低賃金額以上かどうかを確認する方法】 

（１）比較方法 

支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかを

確認するには、以下の方法で比較します。 

①時間給の場合 

    時間給≧最低賃金額 

②日給の場合 

    日給÷１日の所定労働時間数（日によって所定労

働時間数が異なる場合には 1 週間における 1 日平

均所定労働時間数）≧最低賃金額 

③月給の場合 

    月給÷１か月における所定労働時間数（月によっ

て所定労働時間数が異なる場合には 1 年間におけ

る 1 か月平均所定労働時間数）≧最低賃金額 

④出来高払制その他の請負制によって定められた賃

金の場合 

    出来高払制その他の請負制によって計算された賃

金の総額を、当該賃金算定期間に出来高払制その

他の請負制によって労働した総労働時間数で除し

た１時間当たりの金額≧最低賃金額 

⑤上記①、②、③、④の組み合わせの場合 

    例えば、基本給が日給制で、各手当が月給制等の

場合は、それぞれ②、③の式により時間額に換算

し、それらを合計したものと最低賃金額（時間額）

を比較します。 

（２）算入しない賃金 

   最低賃金の比較にあたって、次の賃金は算入しませ

ん。 

①臨時に支払われる賃金（結婚手当など） 

②１か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与な 

ど） 

③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払わ

れる賃金（時間外割増賃金など） 

④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃

金（休日割増賃金など） 

⑤午後１０時から午前５時までの間の労働に対して

支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計

算額を超える部分（深夜割増賃金など） 

<令和 4 年 12 月 16 日から愛知県特定最低賃金が改定されました> 



 

 

⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

 

【事例１ 月給制の場合の換算方法】 

 愛知県の輸送用機械器具製造業で働く労働者 A さんは、

基本給が月 180,000 円，職務手当が月 25,000 円、通勤手当

が月 8,000 円支給されています。なお，A さんの会社は、

年間所定労働日数が 250 日、１日の所定労働時間が 7 時間

30 分です。 

 ①最低賃金の換算に対し、算入する賃金は基本給と職務 

手当となります。通勤手当は算入しないので、 

  基本給 180,000 円＋職務手当 25,000 円＝205,000 円 

 ②この金額を時間額に換算すると、 

  205,000 円÷１か月平均所定労働時間（250 日×7.5 時

間／12 か月）＝1,312 円≧997 円（愛知県輸送用機械

器具製造業最低賃金）であり、特定最低賃金額以上と

なっています。 

【事例２ 日給制と月給制の組み合わせの場合の換算方

法】 

 愛知県の製鉄業で働く労働者 B さんは、基本給が日給制

で１日あたり 12,000 円、各種手当が月給制で、職務手当が

月 30,000 円，通勤手当が月 8,000 円支給されています。 

 なお，B さんの会社は、年間所定労働日数が 250 日、1

日の所定労働時間が 8 時間です。 

 ①最低賃金の換算に際し、月給制の賃金は職務手当と通

勤手当となります。通勤手当は算入しないので、職務

手当を時間額に換算すると、 

   30,000 円÷1 か月平均所定労働時間（250 日×8 時間

／12 か月）＝180 円 

 ②日給制の賃金は基本給のみでこれを時間額に換算する

と、 

   12,000 円÷8 時間／日＝1,500 円 

 ③上記①と②を合計すると、 

   180 円＋1,500 円＝1,680 円≧1,018 円（愛知県製鉄

業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金）であり、

特定最低賃金額以上となっています。 

【事例３ 歩合給制の場合の換算方法】 

愛知県のタクシー会社で働く労働者Ｃさんは、ある月の

総支給額が 143,650 円であり、そのうち、歩合給が 136,000

円、時間外割増賃金が 5,100 円、深夜割増賃金が 2,550 円

となっていました。なお、Ｃさんの会社における 1 か月の

平均所定労働時間は月 170 時間、1 か月の総労働時間は 200

時間、時間外労働は 30 時間、深夜労働が 15 時間でした。 

①Ｃさんに支給された賃金から、最低賃金の対象となら

ない時間外割増賃金、深夜割増賃金を除くと、歩合給

（136,000 円）のみとなります。 

  最低賃金の換算に際し、歩合給の場合はその賃金を月

間総労働時間数で除して時間当たりの金額を算出し、

最低賃金額と比較することから、 

   136,000 円÷200 時間＝680 円＜986 円となり、愛知

県最低賃金額未満となります。 

最低賃金額以上かどうかの確認は複雑な換算等がありま

すので、ご不明な点がございましたら、お気軽に岡崎労働

基準監督署西尾支署（ＴＥＬ：０５６３－５７－７１６１）

までお問い合わせください。 

また、厚生労働省では、最低賃金引上げに伴って影響を

受ける中小企業に対して、①業務改善助成金、②働き方改

革推進支援センターによる支援を行っています。 

①は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し事

業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）の引上を図る

ための制度です。 

※お問い合わせ先「業務改善助成金コールセンター（Ｔ

ＥＬ：０１２０－３６６－４４０） 

 ②は、社会保険労務士などの専門家が、無料で事業主の 

方からの労務管理上のお悩みをお聞きし、 就業規則の作成 

方法、賃金規定の見直しや労働関係助成金の活用などを含 

めたアドバイスを行うものです。 

 ※お問い合わせ先 「愛知働き方改革推進支援センター」

（ＴＥＬ：０１２０－００６－８０２） 

  今年度の最低賃金改定は、全国で 30～33 円の引き上げ

となり、事業主様へのご負担も大きいかと思います。上

記のような支援制度もご活用いただき、貴社の賃金体系

を今一度見直していただくようお願い申し上げます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


